
厚労省保険局医療課が、 
健康保険法を誤解釈していることをご存知ですか？ 

　 「治療用装具の療養費」は、 
保険医の治療に必要な「治療材料の代金」ではなく、 

「保険医の治療」に代えて、 
義肢装具士から受けた「手当の代金」だそうです。 

　 
(療養費の公正な支給を求める会) 

　私たちは、「治療用装具」とは、「療養上必要ある」(つまり「疾患のため医師において必要と認め｣
｢装置した場合」の)「コルセット｣「関節固定器｣「歩行補助器」等々であり、旧来それらは「療養
の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するもの」であるとされ、したがって、それらを保険
医療機関が「療養の給付」として現物支給できない場合は、健康保険法87条の規定に従って、保
険者は、「療養の給付」を「行うことが困難であると認め」「療養の給付に代えて、療養費を支
給」するものと考えています。 

療養上必要あるコルセットは療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するものとして取り
扱い、法第四十四条(現行法87条)により療養費として支給する(昭和一七年三月二六日社発三二二号) 

療養上必要あるコルセットは療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属す(昭和一七年四月二
日社発第三四三号) 

踵部骨疽ニ於ケル疾患ノ為医師ニ於テ必要ト認メ歩行補助器ヲ装置セシメタル場合ハ「コルセッ
ト」又ハ「関節固定器」ニ於ケルト同様療養ノ給付トシテ支給スベキ治療材料ノ範囲ニ属シ・・・(原
行法87条)二依リ療養費トシテ支給 (昭和一八年七月一六保険発第一四七三号) 

保険診療において、保険医が治療上必要があると認めて、関節用装具、コルセット、サポーター等
の治療用装具を業者に作らせて患者に装着させた場合に、患者が業者に対して支払った装具購入に
要した費用について、その費用の限度内で療養費の支給を行う(昭和三九年七月一日厚生省保険局医
療課編『療養費の支給基準』) 
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健康保険法第87条第1項の規定 

保険者は、 
療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養
費の支給（以下この項において「療養の給付等」という。）を行うことが困難であ
ると認めるとき、 
又は 
被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の
支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき
は、 
療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。



　私たちは、「治療用装具」は、本来医師が患者を治療するために必要な「治療材料」ですから、
同じ「装具」とはいっても、身体障害者の方たちが日常生活に必要な「補装具としての装具」とは
全く異なり、医師が医師として行う治療に必要な、患者のためとはいっても、あくまでも患者に
対する治療のための「器具」以外のものではない、と考えています。 
　当然、そのような「治療用装具」は、それを直接必要とする医師が、患者に対して処方する薬
剤同様に、自らの責任において選択、あるいは製作を指示し、装着させ、治療効果を確認しなけ
ればならないものと理解しています。 
　だから、その医師の責任を、被保険者患者に対しても保険者に対しても明示するものとして、旧
来から、医師は自らの名による「装具装着証明書」を交付することになっており、保険者も、そ
の医師の証明を根拠に、「療養の給付に代えて、療養費を支給」していたはずです。 

　ところが、いつの間にか、医師が責任を持って患者に装着させた「治療用装具」であっても、
義肢装具士が介在しなければ、つまり、義肢装具士の存在なしには、医師の責任だけで装着させ
た治療用装具では「療養の給付として支給すべき治療材料」とは言えなくなっているようです。 

（問10）保険医から義肢装具士への指示（処方）を経ずに、保険医から患者へ既製品装具の装着
の指示（処方）により、購入された既製品装具について、保険医療機関等が発行した領収書を添付
した場合に療養費の対象になるか。 
（答） 保険医から義肢装具士への指示を経ずに患者が保険医療機関等で購入した既製品装具は、
治療用装具療養費の支給対象とはならない。 

（問11）保険医療機関に在籍する義肢装具士が、保険医の指示（処方）を受けて装具を製作（又
は購入）した場合は、療養費の支給対象として取扱って問題ないか。 
（答） 問題ない。　ただし、・・・義肢装具士が介在しない場合には「治療用装具の療養費支給
申請に係る手続き等について」（平成30年２月９日付保医発0209第１号）により保険者が療養費
を支給することは適当ではないことに留意すること。 

（問27）の（答） 保険者が行う支給申請書の審査において、治療用装具製作指示装着証明書や領
収書等を含めた関連資料から義肢装具士が関与していないことが明らかな場合は不支給となる。 

(令和５年3月17日厚労省保健局医療課事務連絡・治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料) 

　このように、義肢装具士の関与がなければ、医師だけの責任では装具による治療ができないこ
とになったからでしょうが、療養費を支給する保険者も、医師の証明書だけでは「療養の給付と
して支給すべき治療材料」であるかどうかの判断ができなくなり、保険者までも、個々の患者の
状況に応じて正当な利用目的や必要性の有無等々を鑑みて、つまり、保険者自身が医学的知見を
持って、支給するしないの判断をしなければならなくなったようです。 

（問29）の（答） 保険者が行う支給申請書の審査においては、当該(医師の証明書記載の)症状等の記
載内容のみを以て一律の判断をすることなく、個々の患者の状況に応じて正当な利用目的、必要性
の有無、療養の給付による支給の可否等を鑑みて、最終的な支給の可否を判断すること。(同上) 
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　しかし、いつから、義肢装具士の資格がそのような大変なものになったのか、医師の皆さん、ま
た、義肢装具士法を所管する厚労省医政局の皆さん、というよりも、大変な責務を仰せ付かって
いる義肢装具士の皆さん自身ご存知なのでしょうか。また、保険者の皆さんは、保険医の証明書
の記載内容のみに依存することなく、自ら装具療法の知見を持って保険事務に当たらなければな
らなくなっていることをご存知なのでしょうか。 
　さらには、このような「常識」が公然と文書になって流布されているからでしょうが、あろうこ
とか、司法の場においてまで、〈医師が装着の確認をしただけでは、使用中に不都合が起こる可
能性があるので、治療用装具の使用後の適合性、安全性まで責任を負うことができるのが義肢装
具士だ〉という趣旨の、担当医を激怒させた判決も見受けられる事態になっていますが、果たし
て、当の義肢装具士の皆さんは、このような判決が確定すれば、医師と対等に仕事ができるよう
になる、と喜ばれるのでしょうか。 

　医師の立場、患者の立場、保険者の立場、義肢装具士の立場、それぞれが自分の立場だけでは
なく、他の立場についても理解した上で、全体的な相互の関係から考えてみれば、誰もが気付く
おかしな現実ですが、裁判官までが、不用意に思い違いをしてしまうくらいですから、この「現
実」を甘く見て放置しておくわけにはいきません。 
　実際、このようなおかしな文書が当局から出回り出した結果、慢性疾患に対して保険医の指示
で装具療法による治療を継続していた被保険者までが、突如として保険者から新規購入の治療用
装具について療養費の支給を拒否され、治療に支障をきたしているという、生存権に関わる重大
事態が頻発しています。その蹂躙された権利の救済を求めた裁判での判決が、上記の件です。 

　ただ「頻発」しているとは言っても、そもそもが、装具療法による治療効果によって社会生活が
可能になっているという患者自体が「まれ」というのが日本の医療の実態であるため、このこと
によって本当に生死に関わる人がごく少数であることから、この「おかしな現実」が、あえて自覚
しなければ関係者も含めて日々当然のこととされ、この「おかしさ」が表面化することにはなっ
ていません。 
　そのような中で、『しんぶん 赤旗』が報道しているように(P.4-6.)、心ある方達が、熱心に当局
と交渉して下さってきましたが一向に改善しないどころか、ますます、おかしな話がエスカレート
してきたため、実際のところ、当局の本音がよく理解できず、このようなおかしな文書が当局から
出回るようになった本当の理由は、つい最近までは謎でした。 

　それは、予期せぬ突然のことでしたが、 
謎は、東京高等裁判所からの厚労省への「調査嘱託」に対する 
保険局医療課の回答によって解けることになりました。 

➡︎　➡︎　➡︎　P.7へ 
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しんぶん赤旗 (2020年12月12日)
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2021年9月28日
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原因は、呆れた法律の誤解釈 

　東京高等裁判所への厚労省保険局医療課の回答は、明快でした。 

　裁判所から、治療用装具の療養費の支給要件に「義肢装具士の関与の必要」を通知した法的根
拠を問われて、以下のように回答しました。 

健康保険法(大正11年法律第70号)第87条等においては、「被保険者が保険医療機関等以外
の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合におい
て、保険者がやむを得ないものと認めるとき、(中略)療養費を支給することができる。」と
されており、法令上、療養費の支給は、保険者が「やむを得ないものと認めるときに実施で
きる」ものであることを踏まえ、療養費の支給に当たっては、支給対象となる行為の質の確
保や支給の適正化を図るため、保険者が当該行為等の内容を確認し、必要と認めた場合に限
り支給することとしており、その具体的な運用のルールとして、「治療用装具の療養費支給
申請に係る手続き等について」(平成30年保医発0209第1号)によって、医師が患者の状況を
踏まえ、必要な行為を義肢装具士に対して指示し、その指示に基づき義肢装具士は、当該医
師と連携しながら、義肢装具の製作適合等を行うことで、その質を確保すること等とし、そ
の一連の行為を保険者において確認し、必要と認めた場合に限り療養費を支給することを定
めている。 
(事務連絡 令和６年７月26日「行政事件訴訟法7条及び民事訴訟法186条に基づく調査嘱託につい
て(回答)」厚生労働省保険局医療課) 

　一読すればわかる通り、医療課は、「治療用装具の療養費」は、法第87条第1項の後段部分、「又
は」以下の「被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の
支給若しくは手当を受けた場合」に該当するものと確信した上で、当該(義肢装具士の関与の必要)
の通知を発出したと明言しています。 
　つまり、「治療用装具の療養費」は、「被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局
その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合」に支給する療養費であるため、そ
の療養費は、「保険者がやむを得ないものと認めるとき」にしか支給できないので、被保険者は
もちろんのこと、医師であれ、義肢装具士であれ、それぞれが何と言おうと、保険者自身が「や
むを得ないものと認める」ことができるかどうかに全てがかかっているのだから、被保険者が治
療用装具の購入に至るまでの関係者の「一連の行為を保険者において確認」できるように、「そ
の具体的な運用のルールとして」通知を発出した、と自信を持って回答しているわけです。 

　さらに、裁判所からの、療養費の支給対象となる「治療用装具」とは、「療養の給付」として
なされる「治療材料の支給」として63条に規定されている「治療材料」に該当すると解釈してい
るのか、との質問に対しては、以下のように回答しています。 

療養上必要のあるコルセットのように、健康保険法第63条1項2号に規定する「治療材料」
に該当するものも存在する。したがって、治療用装具のなかには、健康保険法第63条1項2
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号に規定される「治療材料」に該当するものもあれば、該当しないものもある。(同上) 

　続けて、関連した質問に対して、以下のように回答しています。 

「民間の業者から被保険者が購入した物品(医師の指示によるもの)等」は、一般的には既製
品の治療用装具と考えられるが、これは健康保険法第63条1項2号に規定される「治療材
料」に含まれない。「治療材料」に含まれないことから、療養の給付としては行われない。
療養費の支給については、・・・保険者において確認し、必要と認めた場合に限り療養費を
支給することとしている。(同上) 

　医療課は、治療用装具の中には治療材料に該当しないものもあり、治療材料に該当しない治療
用装具は「療養の給付」として支給できないが、そのようなものでも、保険者が必要と認めれば
「療養費」は支給できる、とも取れる驚くべき認識を示しています。医療課は、「治療用装具」が
医師が治療に必要な「治療材料」であるということ、だから「療養費の支給」対象にもなるとい
う、いわば健康保険制度の「原則」を忘れているかのようです。 
　そのためかどうかは、私たちには知る由もないですが、結果として、治療用装具は、「疾患の
ため医師において必要と認め装置した｣「療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するも
の」であるから、それらを保険医療機関が「療養の給付」として現物支給できない場合に限り、
保険者は、「療養の給付」を「行うことが困難であると認め」て、「療養の給付に代えて、療養
費を支給」できる、つまり、「治療用装具の療養費」は条文の前段部分に該当するという、旧来
からの保険医療制度上の常識的な87条解釈ができなかったようです。 

　私たち素人でも、健康保険法の解釈についてわからないことがあれば、かつて厚生省保険局健
康保険課が編纂し、今日まで版を重ねている『健康保険法の解釈と運用』という大著があります
から、全てこれによることにしています。ですから、医療課が同書の解説を無視するとは考えられ
ませんので、なぜこのような誤解釈に確信を持つことになったのかは不明です。まさか、保険局あ
げて、同書の解説を破棄する新たな法解釈を始めているとも思えませんので、真相はこれから解
明されなければならないと思っています。(この間の考察で、ある程度は真相が明らかになってきていま
す。2025年8月に刊行した『厚生労働省の劣化』をご参照ください。) 

法律の誤読、誤解釈による取り違いで筋を通す「確信犯」 

　さらに、付け加えれば、「被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者か
ら診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めると
き」というのは、被保険者が何らかの事情で保険医療機関等を受診せず、「保険医療機関等以外
の」者、つまり「療養の給付」を行うことができない「者」から「診療」等々を「受けた」場合
についてですから、ここでの「保険者がやむを得ないものと認める」とは、被保険者が保険医療
機関等を受診しなかった事情を「やむを得ないもの」と認めるかどうかであることはいうまでも
ありません。要するに、「療養の給付」を行うことができない者から受けた「診療」等々に関し
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て療養費を支給できるのは、それによって「療養の給付」に代えたことを「保険者がやむを得な
いものと認めるとき」という意味であり、そのようなことは健康保険事務運用上の常識です。 
　その点がわかっていれば、「治療用装具」についての理解が不十分であったとしても、被保険者
が保険医療機関を受診しているからこそ、保険医に「治療用装具」の購入を指示されたことが明
らかである以上、「治療用装具の療養費」が、「又は」以下の規定に該当しないことは誰にでも
わかることです。そして、この「保険者がやむを得ないものと認めるとき」の解釈についても、『健
康保険法の解釈と運用』の解説には明記されていますから、不注意による単純な誤読でなけれ
ば、余程の意図を持って従来の公式解釈を変更しようとしているとしか考えられません。 
　不注意によるのか意図してなされたのかはともかく、いずれにしても、「治療用装具の療養費」
が、「被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若
しくは手当を受けた場合」に違いないと確信し、加えて「保険者がやむを得ないものと認めると
き」についての従来の解釈を無視した結果、個々の「治療用装具による療養」そのものについて、
保険者自身が「やむを得ないものと認める」ことができなければ、それに要した費用である療養
費を支給してはならないということになってしまったということです。そうなれば、医療課が保険
者に対して装具療法の知見を要求するのも当然ということになるのでしょう。 

　また、このように理解すれば、被保険者が装具業者に支払った代金が、「その他の者から診療、
薬剤の支給若しくは手当を受けた」対価ということになりますが、業者が「診療、薬剤の支給」
を提供することは考えられませんから、「手当」ということにしかなりません。そうすると、「治
療用装具の療養費」とは、「装具業者が行う治療用装具による手当」の「対価」に対して支給す
るとしか考えられなくなり、医師の同意の上で「はり師が行うはりによる手当」に支払われる施
術料に対して支給される療養費と同じように、医師の指示で、業者が治療用装具による「手当」
を行う対価に対して支給される療養費と考えざるを得くなったのでしょう。 
　そうであれば、それが、はり師同様(資格の内実が全く異なることは意に介さず)に国家資格を有し
た義肢装具士の「手当」でないとまずいということにもなるでしょうから、義肢装具士でない無
資格者が提供する治療用装具には療養費を支給してはならないし、それどころか、医師が義肢装
具士に関与させずに装着したのでは、義肢装具士が「手当」をしていないから療養費を支給でき
ない、ということにもなるのでしょう。 
　確かに、「筋が通っている」と言えなくはありません。 

　こうして、にわかには信じがたい、おかしな現実がまかり通ることになったわけですが、しか
し、それにしても、そのおかしな現実が、健康保険法を所管する厚労省保険局の「療養費」に関
する担当官による療養費条項に対する誤読、誤解釈に起因していたということには、さらに、そ
の誤解釈を、厚労省が長年にわたり放置し続けているだけではなく、それを根拠にした違法な通
知類が現実化する中で、そちらの方が「正解」であるかのような「常識」が拡散し、裁判所にま
で影響するほどになっていることには、本当に驚かされます。 

　私たちは、このような、担当官僚による、法律に対するあまりにも酷い誤読、誤解釈を根拠に
「確信犯」としてなされている数々の違法行為が、それも、数年に亘って担当官僚にそのまま継承
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されているという事実について、関係各位をはじめ、多くの主権者の皆さんに、注意喚起したい
と思います。 
　そして、合わせて、保険医の判断によって自らの治療に必要な、したがって、本来であれば「療
養の給付」として支給すべき「治療用装具」を、保険医療機関が支給できずに業者から購入させ
た代金に関して、保険者が「療養の給付に代えて、療養費を支給」しないことが、保険者の被保険
者に対する「療養の給付」義務不履行という違法行為に該当することについても、注意を喚起し
たいと思います。 

　加えて私たちは、治療用装具に関するこのような保険医療行政担当官の認識が、治療用装具と
それを必要とする装具療法の主体である保険医の診療に関しての無理解を露呈させる非常識なもの
である点についても、指摘しなければならないと思います。 
　そもそも、保険医が患者の傷病に対しての診療に際して、薬剤を投与するか、手術するか、装具
を使用するか、あるいは併用するか等々を、その都度自分の知見からその時点で必要であろうと
思える治療法として選択するのは当然のことで、それが必ずしも「やむを得ないもの」としてなさ
れるとはかぎらないのは自明のことです。だから、効果を見ながら治療法を変えることも珍しいこ
とではありません。そのような保険医の診療としてなされる装具療法に利用する「治療用装具」
に関して、保険者が「やむを得ないもの」と認めることができなければ療養費を支給してはいけな
いなどという認識が、保険医の自由裁量による診療が原則であるはずの現在の保険医療事務の常
識からかけ離れているのはいうまでもないことでしょう。 

　したがって、保険医療機関を受診した被保険者が療養費の支給を申請する治療用装具が、〈保
険医による「療養の給付」に該当するものである〉ということを保険医が自覚していれば、被保
険者の療養費支給申請に対して保険者が不支給処分を行うということが、取りもなおさず自らの
「療養」が否定されたということなのですから、それを担当保険医が容認することがあってはな
らないはずであるということをも、私たちは改めて強調しておきたいと思います。 
　そして、さらに付言すべきは、少なくとも、被保険者患者に寄り添うことを自らの使命と自認し
ている保険医と保険医療機関にあっては、保険医の指示に従って療養費の支給申請を行う被保険
者患者へ療養費を支給しない保険者に対しては、まさに「我が事」として、その不当性を正してい
かなければならないはずである、ということです。 

　　　追記 
　その後の情報によると、厚労省保険局保険課企画法令第一係からは、「治療用装具は、『療養上必
要あるコルセット』同様の『療養の給付として支給すべき治療材料』であるが、その内、補装具のよ
うに個別に製作する物等は、保険者が支給することができない(療養の給付として支給できない)こと
から、療養の給付を『行うことが困難であると認めるとき』に該当する」との認識が示されているよ
うです。 
　保険局内でも、さすがに法律の専門部署では誤解釈していないわけで、このような誤解釈は、医療
課に特有のものかもしれません。それにしても、省内どころか保険局内で、それも自らの基本法たる
健康保険法の解釈に齟齬があるとは、「厚労省の劣化」も極まったようです。 
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年 月日 主な出来事
2018 2月9日 厚労省保険局医療課長通知「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(保

医発0209第1号平成30年2月9日)発出。
４月以降 東京都後期高齢者医療広域連合が、上記通知の「領収書への義肢装具士の氏名」記載に関する記

述を受けて、3月5日に、4月1日以降の支給申請については「領収書への義肢装具士の氏名(氏の
みでも可)」記載のない場合は「返戻」の取り扱いにするとの独自の通知を発出したため、都内
の後期高齢者に「申請書の返戻」が相次ぐ。

8月7日 川村範昭新宿区議会議員、医療課保険医療企画調査室医療経済専門官・三谷和令氏と面談。
〈「保険診療上必要な治療用装具の提供」に「診療の補助行為」を行う必要のない、あるいはそ
の行為を医師・看護師が行うのならば、装具製作・提供に義肢装具士がかかわる必要はない。〉
との医療課見解を確認。(三谷氏は、翌19年9月には、面談での確認内容に関して、「覚えてお
りません」と回答することになる。)

12月 東京都広域連合、「通知」の記述のみを根拠に不支給処分。
2019 1月25日 協会けんぽ茨城支部、業者からの問い合わせに対して「本部からの回答で、厚労省とも確認の

上、問題ないので支給する」と回答。
3月 被保険者、東京都後期高齢者医療審査会へ不服審査請求。

6月10日 福岡県医療保険課が、厚労省国保課から届いたメールに記された「通知の趣旨に関する医療課か
らの伝聞」との以下の内容を開示。「治療用装具は、採型・適合が前提で、それを無資格者はで
きないので、義肢装具士の関与がないものに療養費を支給することは適当でない。業者に義肢装
具士がいなくても、委託を受けた義肢装具士が採型・適合を行えば良いので、それを領収書に記
載される義肢装具士名で確認する」

6月25日 協会けんぽ本部担当者からの問い合わせに対して、同上の三谷専門官から「療養費の支給対象と
なるものは、義肢装具士法により、資格が定められ、装具の採型、製作、適合を業として行う義
肢装具士が取り扱うことを前提としております」とのメールが届く。

翌26日 協会けんぽ本部担当者、回答メールに関する疑義について、厚労省と交渉する旨を表明。
7月5日 厚労省医政局医事課、国会議員事務所へ、「義肢装具士の業務は独占されていない」と回答。
8月1日 協会けんぽ本部担当者、医療課の説明に納得したわけではないが、医療課が「義肢装具士が取り

扱うことを前提としております」と言い続ける以上、協会けんぽとしては従わざるを得ない、メ
ールの内容も含めて事実経過を公表してもらって良いと表明。

９月以降 協会けんぽ被保険者に対して、全国で不支給処分相次ぐ。各地で厚生局への審査請求相次ぐ。
12月20日 医政局医事課、国会議員事務所へ、「治療の一環であっても、特殊に、医師の指示の下に義肢装

具の製作適合等を行う行為が、医師、もしくは歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずる
おそれのある行為に該当しない場合には、医師、看護師、義肢装具士等の資格を有する者が行う
必要はない」と回答。

12月 福岡県久留米市国保が不支給処分。以後、福岡、熊本両県の国保、後期高齢者医療の被保険者に
対する不支給処分相次ぐ。各審査会への不服審査請求相次ぐ。

2020 4月14日 衆議院厚生労働委員会で、宮本徹委員が質問。保険局長、医政局長、厚労大臣が答弁。
5月13日 同上宮本委員の再質問に対し、厚労大臣が答弁。
6月26日 医政局医事課、国会議員事務所へ、4月14日の宮本委員への医政局長答弁と19年12月20日回

答とに齟齬がないことを表明。
2021 4月 熊本県後期高齢者医療被保険者、審査請求の棄却を受けて、熊本地方裁判所へ熊本県広域連合を

提訴。以後、審査請求の棄却を受けて、各地で訴訟始まる。
5月 大牟田市国保、従来通り支給することを決定。

10月5日 河野達男新宿区議会議員、新宿区議会で、新宿区国保は支給しているにもかかわらず、区民が
75歳を過ぎると広域連合が不支給にする現状について、広域連合への改善の申し入れ等の区と
しての対処を要請。

「通知発出」から「健康保険法に関する誤解釈により発出されていたことの判明」までの経緯
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2022 3月14日 新宿区、川村範昭議員の質問に対し、「広域連合は厚労省通知に厳格に従っていると言うが、新
宿区国保は同じ通知に違った対処をしており、従来通り支給している。新宿区の対処が、全国的
にも取り上げられ、あるべき姿ではないかと議論されている。今後とも、被保険者に寄り添った
対応をしていきたい。」と回答。

2023 3月8日 福岡地裁で、久留米市国保の不支給に対する訴訟で、「リウマチ患者の足に触れる行為は、患者
の足の状態がどうであれ、医師が行うのでなければ衛生上危害が生ずる恐れがあるので、無資格
者が行ってはならない医行為である」との理由で棄却の判決。以後、熊本地裁判決、更に福岡、
熊本両控訴審の福岡高裁判決は、いずれも、当該装具の製作に当たって無資格者による医行為が
あったとして、棄却。

4月27日 東京地裁は、協会けんぽの不支給に対して、「義肢装具士が提供していない治療用装具は、治療
効果のある安全な装具とはいえない(無資格者が行う採型、適合が危険な行為でなくても、使用
後の安全性までは医師の確認だけでは担保できない)」ことを根拠に、棄却判決。

9月13日 東京高裁、協会けんぽに対する控訴審初回弁論時に、義肢装具士に業務は独占されていない、法
は「診療の補助」に関して行為自体ではなく業とすることを禁じている、本件は保険医療上のこ
となので、保険医療において義肢装具士でなければならない根拠を示せとして、被控訴人に対し
「義肢装具士法」制定が「健康保険法」に影響を及ぼした事実についての釈明を求める。事後
(15日)に「事務連絡」として、双方に対して、主張立証の補充のための「問題意識」を示す。

12月18日 東京高裁第二回弁論において、被控訴人より、厚労省への照会に対して回答が遅れていることを
理由に、求釈明に対する回答延期の要請があり、裁判所が了承し次回期日のみ決定して閉会。

2024 3月25日 東京高裁第三回弁論において、控訴人、裁判所からの「事務連絡(被控訴人への求釈明に関する
問題意識)」に対しての所見を提出。被控訴人、厚労省の回答拒否により求釈明に対する回答が
困難であるとして、厚労省に対する「調査嘱託」を裁判所に要請。閉廷後、裁判所から被控訴人
へ「和解」提案があるも、それを拒否しての再度の調査嘱託要請があり、実施を決定。

5月27日 東京高裁より、厚労省へ「調査嘱託」送付。
7月26日 厚労省保険局医療課より、東京高裁へ回答。「治療用装具は、採型・適合が前提で、それを無資

格者はできない」とか「療養費の支給対象となるものは、義肢装具士法により、資格が定めら
れ、装具の採型、製作、適合を業として行う義肢装具士が取り扱うこと」とかの、2019年以降
一貫して主張していた義肢装具士法を誤解釈した通知発出の根拠については触れず、それに代え
て、治療用装具の療養費は、健康保険法の療養費条項第1項の後段部分の規定「保険者がやむを
得ないものと認めるとき」に該当するとの認識を示し、通知は、保険者が「やむを得ないと認め
る」ための判断基準として発出したものとの見解を初めて表明。通知が、医療課の健康保険法に
関する誤解釈によって発出されていたことが判明。(回答を受けた東京高裁は、以後の裁判にお
いて、この件を一切取り上げずに結審)

10月3日 新宿区、区議会での川村範昭議員の質問に対して、治療用装具の療養費は、国民健康保険法の療
養費条項第１項の(後段部分の規定「保険者がやむを得ないものと認めるとき」ではなく)前段部
分の規定「療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」に該当する、との認識であるこ
とを確認。

2025 4月9日 東京高裁、初回弁論(23年9月13日)以来の自らの裁判指揮による経過を無視(特に自ら示した
「問題意識」に対しての、「調査嘱託」を経て示された厚労省の「期待はずれの回答」について
は、その核心部分を完全に無かったことに)し、やむなく地裁判決を無理やりなぞるしかない、
おそらく自身にとっても「何のための1年半だったのか」との思いを持って書き連ねたものと思
われる、何とも恥ずかしい棄却判決。

6月9日 最高裁へ「上告受理申立理由書」を送付。
12月12日 最高裁、上告不受理の不当決定。

年 月日 主な出来事
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